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⾸都直下地震緊急対策推進基本計画の概要（平成27年3⽉）
１． 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進の意義に関する事項

２．緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な⽅針
（１）⾸都中枢機能の確保
・ ⾸都中枢機関の業務継続体制の構築
・ ⾸都中枢機能を⽀えるライフライン及びインフラの維持

（２）膨⼤な⼈的・物的被害への対応
・ あらゆる対策の⼤前提としての耐震化と⽕災対策、深刻な道路交通⿇痺対策等、膨
⼤な数の避難者・帰宅困難者等

（３）地⽅公共団体への⽀援等
・ 国は、調査研究成果を始めとする各種情報の提供、助⾔等を実施

（４）社会全体での⾸都直下地震対策の推進
・ 社会のあらゆる構成員が連携した「⾃助」「共助」「公助」による被害の軽減に向けた備え

（５）2020年オリンピック・パラリンピック東京⼤会に向けた対応
・ 外国⼈観光客の避難誘導対策など安⼼して⼤会に参加・観戦できるよう取組強化

３．首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項

（１）首都中枢機能の維持を図るための施策に関する基本的な事項
・ 首都中枢機能及び首都中枢機関 ～ 政治中枢：国会、行政中枢：中央省庁・都庁・駐日外国公館等、経済中枢：中央銀行・企業本社等
・ 首都中枢機関の機能目標 ～発災直後においても最低限果たすべき機能目標を設定
・ 政府全体としての業務継続体制の構築 ： 非常時優先業務の実施に必要な執行体制、執務環境の確保について緊急対策実施計画に定める。
・ 金融決済機能の継続性の確保、企業本社等における事業継続への備え

（２）首都中枢機能の全部又は一部を維持することが困難となった場合における当該中枢機能の一時的な代替に関する基本的な事項
・ 政府の代替拠点の検討、代替庁舎の確保等

（３）ライフライン及びインフラの維持に係る施策に関する基本的な事項
・ ライフライン及び情報通信インフラの機能目標 ・施設の耐震化・多重化や早期復旧体制の整備等

（４）緊急輸送を確保する等のために必要な港湾、空港等の機能の維持に係る施策に関する基本的な事項
・ 交通インフラの機能目標 ・施設の耐震化や早期の道路啓開、復旧体制の整備等

（５）その他 ・ 各主体が業務継続計画を作成・見直し

７．緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置

４．５．６．法に基づく各種計画に係る事項
４．⾸都中枢機能維持基盤整備等地区の指定及
び基盤整備等計画の認定に関する基本的な事項
・ ⾸都中枢機能維持基盤整備等地区指定の考え⽅
（⾸都中枢機関の集積状況等を勘案） ※別添参照
・ 地⽅公共団体が作成する基盤整備等計画の認定基
準

５．地⽅緊急対策実施計画の基本となるべき事項
・ 都県知事が作成する地⽅緊急対策実施計画に記
載すべき地震防災対策、災害応急対策・災害復
旧への備え、住⺠の協働等の対策 等

６．特定緊急対策事業推進計画の認定に関する
基本的な事項
・ 地⽅公共団体が作成する特定緊急対策事業推進
計画の認定基準

（１）⾸都中枢機能の継続性の確保→ ３．参照
（２）膨⼤な⼈的・物的被害への対応
①計画的かつ早急な予防対策の推進
・建築物、施設の耐震化の推進等
・出⽕防⽌対策、発災時の速やかな初期消⽕、延焼被害の抑制対策等
・ライフライン等の耐震化、発災時の速やかな機能回復
・燃料の供給対策
・交通インフラ、河川・海岸堤防等の耐震化、発災時の速やかな機能回復
・その他（集客施設・原⼦⼒事業所・⽯油コンビナート等地区の安全確保等）

③円滑かつ迅速な災害応急対策、災害復旧・復興への備え

・災害応急体制の整備
・市街地⽕災への対応

・道路啓開と道路交通渋滞対策
・救命・救助、災害時医療機能

・膨⼤な数の避難者・被災者 ・膨⼤な数の帰宅困難者等
・広域連携のための防災拠点、交通基盤の確保
・物資の絶対的な不⾜に対応した物資輸送機能の確保
・的確な情報収集・発信
・多様な発⽣態様への対応

・実践的な防災訓練
・円滑な復旧・復興

８．その他 （１）計画の効果的な推進 別途地震防災戦略・応急対策の具体計画を作成 （２）災害対策基本法に規定する防災計画との関係

○予防対策・応急対策で被害を⼤きく減少させることが可能
・ 耐震化率100％で全壊棟数・死者数が約９割減、感震
ブレーカー等の設置や初期消⽕成功率の
向上等で焼失棟数・死者数が９割以上減

④各個⼈の防災対策の啓発活動
・適切な避難⾏動、⾞両の利⽤抑制、備蓄等

⑤企業活動等の回復・維持
・事業継続計画の作成、地域貢献等

（３）2020年オリンピック・パラリンピック東京⼤会に
向けた対応等
・施設の耐震化、外国⼈観光客の避難誘導等

（４）⻑周期地震動対策（中⻑期的対応）
・⾼層建築物等への影響等の専⾨的検討

○⾸都中枢機能の継続性の確保は必要不可⽋
・ ⾸都中枢機能の障害は災害応急対策に⼤きな⽀障を来すおそれ
・ 加えて、我が国全体の国⺠⽣活や経済活動にも⽀障が⽣じるおそれ

予防対策・応急対策の
計画的・戦略的実施

②津波対策
・海岸堤防等の整備、津波避難ビル等の整備、避難路の確保等等

揺れ対策
⽕災対策
津波対策
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緊急輸送道路上の橋梁の耐震補強進捗率
○ 災害時の救急救命活動や復旧⽀援活動を⽀えるため、緊急輸送道路上の橋梁について、耐震補強（⼤規模な
地震時でも軽微な損傷に留まり、速やかな機能回復が可能となる対策）を推進している。
※KPI︓令和元年度 79％ → 令和７年度 84％（第５次社会資本整備重点計画）

■緊急輸送道路とは
災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のために、

緊急⾞両の通⾏を確保すべき重要な路線で、⾼速⾃動⾞国道や⼀般国
道及びこれらを連絡する基幹的な道路。

■利⽤特性による区分
第１次緊急輸送道路ネットワーク
>県庁所在地、地⽅中⼼都市及び重要港湾、空港等を連絡する道路
第２次緊急輸送道路ネットワーク
>第１次緊急輸送道路と市町村役場、主要な防災拠点（⾏政機関、公共
機関、主要駅、港湾、ヘリポート、災害医療拠点、⾃衛隊等）を連絡する道路

第３次緊急輸送道路ネットワーク
>その他の道路

延⻑(km)都道府県

1,968埼⽟県

2,380千葉県

2,197東京都

2,120神奈川県
出典︓国⼟交通省HP https://www.mlit.go.jp/road/bosai/measures/index1.html

https://www.mlit.go.jp/road/bosai/measures/index3.html



出典︓国⼟交通省 「無電柱化の整備状況（都道府県）」 https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chicyuka/chi_13_02.html

都道府県別無電柱化の整備状況
○ 東京、⼤阪、兵庫等の⼤都市部で⽐較的整備が進んでいるが、最も無電柱化率が⾼い東京都でも、無電柱化さ
れている道路は５％台である。
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出典︓国⼟交通省提供資料 4

緊急輸送道路上の橋梁の耐震補強
○ 平成 7年 兵庫県南部地震での橋梁の被害を踏まえ、耐震補強対策を実施。
○ 平成23年 東⽇本⼤震災において、耐震補強済みの橋梁では、地震動による損傷なし。
○ 令和 6年 能登半島地震において、落橋なし。

耐震補強の効果（国道４５号釜⽯⾼架橋）兵庫県南部地震における被災状況

橋脚補強

6緊急輸送道路上の橋梁が⽬標とする耐震性能

耐震性能２（橋としての機能を速やかに回復）耐震性能３（落橋・倒壊を防ぐ）耐震性能

主な
対策例

落橋防⽌構造 ゴム⽀承への取替

⾼速道路、直轄国道は対策完了

損傷例



緊急輸送道路等の避難路沿道建築物の耐震化

〇地⽅公共団体が指定する避難路等
の沿道建築物及び都道府県が指定
する災害時に公益上必要な建築物
で、耐震診断の実施が義務。

〇所有者は、耐震診断結果を地⽅公
共団体が定める⽇までに所管⾏政
庁に報告する必要。

〇報告を受けた所管⾏政庁は、報告
期限ごとに取りまとめて、ホームページ
等により結果の公表を実施。

要安全確認計画記載建築物とは

〇災害時の救急救命活動や復旧⽀援活動を⽀えるため、緊急輸送道路等の避難路沿道建築物について、耐震化を
推進。

〇平成25年に改正された耐震改修促進法において、地⽅公共団体が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築
物のうち以下に該当するものについて、耐震診断の義務化及び耐震診断結果の公表を規定。
・倒壊した場合において、前⾯道路の過半を閉塞する恐れのある建築物（⾼さ６mを超えるもの）
・ただし、地⽅公共団体が状況に応じて規則で別の定めをすることが可能

出典︓国⼟交通省 「要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の公表状況」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001726393.pdf 5



（上⽔道）⽔道基幹管路の耐震適合率（都道府県）

出典︓国⼟交通省提供資料

○全国の耐震適合性のある⽔道基幹管路の割合は42.3％にとどまっており、事業体間、地域間でも⼤きな差があるこ
とから、全体として底上げが必要な状況である。

○東京圏は、１都３県が全国平均の42.3％を超えている。

令和４年度末現在

⽔道基幹管路の耐震適合率（都道府県別） ※ は東京圏
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主要な下⽔道管路の耐震化状況（都道府県別）
○全国の主要な下⽔道管路における耐震化率は、令和４年度末現在、約56％にとどまっており、事業体間でも⼤き
な差があることから、全体として底上げが必要な状況。

○東京圏は、東京都と千葉県が全国平均の56％を超えているが、全体として底上げが必要であることは同様。

出典︓国⼟交通省提供資料

※ 下⽔道の「主要な管路」とは、処理場・ポンプ場に直結する管路、避難所などの重要施設から排⽔を受ける管路の他、
流域幹線の管路、緊急輸送路下等に埋設されている管路を含む。

令和４年度末現在主要な下⽔道管路の耐震化状況（都道府県別） ※ は東京圏
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出典︓国⼟交通省提供資料

■地震時等に著しく危険な密集市街地 （H24年10⽉公表）

○「地震時等に著しく危険な密集市街地」 ※は平成23年の設定時点で5,745ha存在していたが、整備改善が
進み、令和5年度末時点では、1,662haに減少し、13年間で約4,000haの危険な密集市街地が解消された。
※ 密集市街地のうち、延焼危険性や避難困難性が特に⾼く、地震時等における最低限の安全性が確保されていない、著しく危険な密集市街地
○引き続き、「地震時等に著しく危険な密集市街地」の安全性の向上に取り組むことが必要である。

■地震時等に著しく危険な密集市街地の⾯積の推移
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地震時に著しく危険な密集市街地の整備改善の状況



出典︓国⼟交通省 「エレベーターの地震対策を実施しましょう」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001480641.pdf

エレベーターの地震対策
○ 国⼟交通省において、建物の所有者・管理者向けに、地震によるエレベーターの閉じ込めや故障のおそれを軽減す
るために、「エレベーターの地震対策」を実施するよう奨励されている。
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エレベーターの閉じ込め被害（平成30年6⽉18⽇⼤阪府北部の地震）

出典︓国⼟交通省 「エレベーターの地震対策の取組みについて」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001344498.pdf 10



⼤阪北部地震を踏まえたエレベーターの地震対策

11出典︓国⼟交通省 「エレベーターの地震対策の取組みについて」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001344498.pdf


